
税理士法人マインライフ

相続税早見表

本資料は2025年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また、内容に

つきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記

載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いが

なされる場合がありますのでご留意ください。



相続税早見表 税理士法人マインライフ

遺産総額、配偶者の有無と子供の人数より、下記の早見表から相続税の納税額の目安を確認することができます。

（注）配偶者は法定相続分まで相続税がかかりません。

※詳細は下記P4「配偶者の税額軽減」参照

早見表では法定相続分で遺産分割し、配偶者の相続税は0円としております。

 ＜配偶者：有＞                                                                                                                       ＜配偶者：無＞



使い方

ご注意

早見表の使い方とご注意

１. 遺産総額とは、被相続人の財産から借金や葬式費用などを差し引いた金額で、相続税の課税対象

となる基礎です。預金や不動産、生命保険などが含まれます。

２. ご自身の「遺産総額」に最も近いものをご確認ください。

１. 不動産は相続税を計算する上で定められた方法（路線価・倍率）があります。売買価格とは異

なるためご留意ください。

２. その他「小規模宅地等の特例」「生命保険金の非課税」など遺産総額より除くことのできるも

のがあります。これらを考慮することにより正確な相続税を確認することができます。
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具体例 相続人が配偶者と子の場合

①配偶者の法定相続分相当額（相続人が配偶者と子の場合は1/2）

②1億6,000万円

配偶者の税額軽減

相続税の配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が取得した財産について、次のいずれか多い金額

までの相続税が課されない制度です。

２. 遺産総額４億円１. 遺産総額２億円

1億6,000万円＞2億円×1/2＝１億円

※配偶者は取得した財産のうち1億6,000万

円まで相続税が課されない

1億6,000万円＜４億円×1/2＝２億円

※配偶者は取得した財産のうち２億円まで

相続税が課されない
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配偶者の相続（2次相続）まで考えて分割することが重要

配偶者の税額軽減を最大限活用することが正しいとは限りません。２次相続では配偶者が元々所有していた財産に１次相続により取

得した財産が加算されます。また、配偶者がいない場合は、いる場合に比べて相続税の計算構造上、納税額が高額になります。配偶

者がいない場合といる場合の早見表を見比べてみてください。

１億円すべて配偶者が取得すると取得する財産が1憶6,000万円までになるため、配偶者の税額軽減により納税額がゼロになります。

しかし、2次相続まで考慮すると配偶者は１円も取得しない方が良いことになります。

税理士法人マインライフでは、２次相続まで考慮した納税シミュレーションをご提示の上、分割を検討いただいております。

配偶者が全て取得 配偶者は取得なし 差額

１次相続 0円 770万円 ＋770万円

２次相続 4,860万円 1,220万円 ▲3,640万円

合計 4,860万円 1,990万円 ▲2,870万円

具体例 遺産総額が１億円で配偶者の元々所有していた財産が１億円の場合（子１人）
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終わりに

相続税は「生前からの対策」が最も重要です。税理士法人

マインライフでは、お客様一人ひとりの状況にあったご提

案をしております。ぜひ一度、私たちの無料相談をご利用

ください。 あなたとご家族の未来のために、私たちが全力

でサポートいたします！

で相続税を正確に知る無料相談

税理士法人マインライフ

スマホからご覧の方は

こちらをタップしてください！

https://liff.line.me/2007732960-LjK9oGPB/landing?follow=%40225wtfip&lp=mSZY9n&liff_id=2007732960-LjK9oGPB
https://liff.line.me/2007732960-LjK9oGPB/landing?follow=%40225wtfip&lp=mSZY9n&liff_id=2007732960-LjK9oGPB



